
新生児聴覚検査の 

費用の一部助成を 

始めました！ 
生まれてくる赤ちゃんの１，０００人のうち１～２人は、生まれつき耳の聞こえ（聴

覚）に障がいを持つと言われています。 

その障がいを早く発見して、適切な支援をしてあげることが赤ちゃんのことばと心の

成長にはとても大切です。聞こえ（聴覚）の障害は気付かれにくいため、早く発見する

ために「新生児聴覚検査」を受けることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

新生児聴覚検査とは、生まれて間も

ない赤ちゃんを対象に行う耳の聞こえ

の検査です。 

検査には自動ABR（自動聴性脳幹反

応）とOAE（耳音響反射）の２種類が

あります。どちらの検査も痛みを伴わ

ず、赤ちゃんが眠っている間に受ける

ことができます。 

通常、分娩した医療機関で入院中に

行われ、生後３日以内に初回検査を実

施します。 

【必要なもの】 

①母子健康手帳 

  検査結果は専門用紙に印字されて、入院

中に報告されます。結果用紙は母子健康手

帳に貼るなどして、失くさないようにして

ください。 

②新生児聴覚検査受診票 

令和３年４月１日以降に妊娠届出され

る方は、母子健康手帳交付時にお渡ししま

す。令和３年３月３１日以前に母子健康手

帳の交付を受けている方には、七飯町保健

センターから新生児聴覚検査受診票を送

付いたします。 

対 象 者：令和３年４月１日以降に出

生した新生児 

助成回数：新生児１人につき、自動

ABRまたはOAEのいずれ

か１回（初回検査）のみ 

※検査方法は医療機関により異なります。 

助成金額：上限３，０００円 

※上限を超えた金額は医療機関へ直接お支

払いください。医療保険適用となる検査は

助成対象外です。 

 

＜注意！＞ 
受診票をお持ちであっても、令和３年
３月３１日以前に出生された方は対象
となりませんのでご注意ください。 

お問い合わせ先 

七飯町民生部子育て健康支援課保健予防係 TEL０１３８－６６－２５２２ 


